
タイヤ業界におけるリサイクルへの取組み
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般

消費者
市町村

再生利用・処分先

収集運搬業者 中間処理業者

再生利用・処分
契約業者での処理処理委託

消費者
市町村 収集運搬業者 中間処理業者

排出者

（指定店）

般

(６０％)

１．廃タイヤの発生から処理・リサイクルのフロー

委託契約委託契約

（５％）

指定産業
廃棄物

一般
廃棄物

排出事業者
(運送業者等）

市町村
一般市民

収集運搬、
中間処理業者

収集運搬業者 中間処理業者

産業廃棄物
排出事業者
（解体業者）

（６０％）

（２０％）

（２０％）

原型加工利用
熱利用
海外輸出
その他

排出事業者
(運送業者等）

市町村
一般市民

収集運搬、
中間処理業者

収集運搬業者 中間処理業者

排出事業者
（解体業者）

（６０％）

（２０％）

（２０％）

産業廃棄物

タイヤ販売会社
タイヤ販売店等

一般
廃棄物

指定産業
廃棄物

（１５％）

（２５％）
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前年比

84 84% 84 82% 81 82% 96%
871 85% 875 83% 901 85% 103%

16 16% 19 18% 18 18% 95%
151 15% 181 17% 163 15% 90%

100 100% 103 100% 99 100% 96%
1022 100% 1056 100% 1064 100% 101%

重量 構成比 重量 構成比 重量 構成比 前年比

35 3% 36 3% 37 3% 103%
103 10% 107 10% 111 10% 104%
22 2% 20 2% 17 2% 85%

２００５年 ２００６年 ２００７年

更生タイヤ台用
再生ゴム・ゴム粉

合計
本数
重量

単位 ： 千㌧２)廃タイヤリサイクル状況

その他

小計( )

原形
加工
利用

１)廃タイヤのルート別発生量 本数＝百万本、重量＝千㌧

２００５年 ２００６年 ２００７年

タイヤ取替え時
本数
重量

廃車時
本数
重量

２．廃タイヤのリサイクル状況

160 15% 163 15% 165 16% 101%

210 21% 274 26% 328 31% 120%

9 1% 9 1% 12 1% 133%

219 22% 283 27% 340 32% 120%

181 18% 168 16% 148 14% 88%
51 5% 49 4% 40 4% 82%
27 3% 34 3% 42 4% 124%
24 2% 22 2% 18 2% 82%
12 1% 11 1% 11 1% 100%
10 1% 8 1% 8 1% 100%

305 30% 292 27% 267 25% 91%

524 52% 575 54% 607 57% 106%

海外 213 21% 196 19% 180 17% 92%

897 88% 934 88% 952 89% 102%

32 3% 11 1% 11 1% 100%
93 9% 111 11% 101 9% 91%

125 12% 122 12% 112 11% 92%

1022 100% 1056 100% 1064 100% 101%

※ 構成比は、小数点以下の処理の都合により、各項目の計と小計が一致しない場合があります。

熱
利
用

セメント焼成用

セメン

ト、製鉄

等

化学工場等

小計(Ｃ)

小計(B)

合計(総発生量：Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋E)

リサイクル利用合計(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

その他
埋め立て
流通在庫
小計(E)

金属精錬

タイヤメーカー工場

製鉄
ガス化炉

製紙
リ
サ
イ
ク
ル
利
用

小計(A)

国
内

中・小ボイラー

利用

輸出(Ｄ)

バイオ

マス発

電等

小計(Ｂ＋Ｃ)
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（2008年2月末調査結果）

本数 重量 本数 重量 参考

(千本） （トン） (千本） （トン）
不法集積

（千本）

不法投棄

（千本）

過剰集積

（千本）

北海道 235 2,350 462 4,620 275 187 950

東北 1,580 15,800 701 7,010 498 203 1,271

関東・
甲信越

2,473 24,730 2,105 21,050 1,916 189 260

首都圏 637 6,370 441 4,410 380 61 26

内訳

2008年2月調査2007年2月調査

３．廃タイヤの不法集積・不法投棄状況

中部 762 7,620 990 9,900 810 180 31

近畿 477 4,770 483 4,830 383 100 0

中国 276 2,760 611 6,110 566 45 41

四国 52 520 52 520 32 20 0

九州 937 9,370 757 7,570 607 150 50

合計 7,429 74,290 6,602 66,020 5,467 1,135 2,629

備考 １件1,000本以上の物件で、不法の可能性あるものもすべて含む。

重量は原単位は、１本10kgとして計算。

不法集積：業者が倒産、逮捕、行方不明等のもの

不法投棄：投棄した行為者が不明のもの

過剰集積：保管基準以上に集積しているが、報告徴収等をうけていないもの 4



Ⅰ.支援申請・運用ル－ト

指定様式
（含、基準）

※Ｊ支部長主導、
地区タ販協と

１．必須条件 ①：自治体が申請者（事業主体）
②：自治体が廃タイヤであること

を確認していること。
２．搬出事業計画・予算の提示
３．支援は、搬出総予算額の２／３以下で、且つ

３，０００万円／件以下。(何れか低い方の額)
一括撤去が困難な場合は、複数年に分割して
撤去することを妨げない。但し、次の２条件を附する。

社団法人日本自動車タイヤ協会
原状回復支援費●自治体による任意の廃タイヤ撤去

(含、ミニ代執行)

申 請

●運用手順
①事務局受付、対応策立案（地区委より情報収集）
②第１部会で受理是非審議・決定
③３Ｒ推進委員会で審議・決定
④総務委員会で審議・決定
⑤理事会報告

４．原状回復支援費運用のスキームについて

連携

支援申請 撤 去

報 告

Ⅱ．国による原状回復制度との関連
●社団法人日本自動車タイヤ協会原状回復支援費の限度を超える撤去予算額の案件については、廃棄物財団の方に申請頂くこととする。
●処理・再生利用に係る技術的な助言は行う。

撤去することを妨げない。但し、次の２条件を附する。
●公平を期す為、優先順位は２年目以降、低位となる。
●原状回復支援費は、年度毎決裁とする。

４．第３者の権利が存在していないこと。
５．選定の基準に照らし、処理・再生利用先が適正

であるか否かを確認 していること。
６．優先順位

①法律上の生活環境保全上の問題（蚊、ハエ、
地域住民の苦情、崩落の恐れ等）があること。

②行政指導が複数回行われていること。
③火災等があったか又は恐れがある場所。

７．解体業者のル－トから発生するものは対象外。
(自動車リサイクル法により廃棄物財団と同じ
ような制度が2005.1.1より発足。)

８．支援費の拠出が寄附行為に該当しない科目
で計上すること。(事業費負担金等)

事業主体

自 治 体

支

援

対象：都道府県
・市町村

社団法人日本自動車
タイヤ協会
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５．原状回復支援実績

開始 終了 本数（本） 重量（トン） 支援額 総 額
兵庫県 安富町 ひょうご環境創造協会 2005年 2005年

2月 3月

兵庫県 加古川市 ひょうご環境創造協会 2005年 2005年

3月 5月

兵庫県 神戸市 神戸市 2005年 2005年

5月 11月

岐阜県 養老町 養老町 2005年 2005年

10月 12月

栃木県 佐野市 赤見地区廃タイヤ撤去委員会 2006年 2006年

1月 2月

栃木県 佐野市 赤見地区廃タイヤ撤去委員会 2006年 2006年

（第２期） 11月 12月

撤去費用（千円）

10,868

9,740

162,000

7,245

6,490

49,8006

撤去量

670,800 6,667

683

22,100

374

76,000 760

462,900

221

37,400

4,629

72,400

2

3

4

5

№ 自治体名 申請者

1

29,579

20,45613,637

19,719

225,400 2,254

67,091

30,000

20,000

撤去作業期間

０５年度小計

（第２期） 11月 12月

兵庫県 神戸市 神戸市廃タイヤ撤去処理実行委員会 2006年 2006年

10月 12月

鳥取県 鳥取市 鳥取市 2007年 2007年

5月 10月

長崎県 大村市 長崎県 2007年 2007年

7月 12月

長野県 中野市 牛出地区廃タイヤ撤去委員会 2007年 2008年

10月 3月

埼玉県 行田市 埼玉県/行田市/県産廃協会 2007年 2007年

11月 3月

栃木県 宇都宮市 さるやま町廃タイヤ撤去委員会 2007年 2008年

12月 2月

1,005,800 10,062

1,948,649

327,400

100,000

5,329

97,965

202,254

35,000

3,274

1,000

10

11

12

,

10,800

45,020

7

8

9

272,049 2,636

45,000

19,339

7,993

30,000

21,086

30,000

11,550

31,630235,700

3,077

2,357

,

46,649

,

382

354

,

7,198

37,198

307,700

０６年度小計

０７年度小計

合 計 19,365
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